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発達障害のある子どもの保護者に対する支援の動向と実践的課題

吉利 宗久 ･ 林 幹士* ･ 大谷 育実* ･ 来見 佳典*

社会構造の変容や価値観の多様化が進展するなか,子育て支援のニーズが高まっている｡

特別支援教育の領域においても,従来の子ども本人-の支援にとどまらず,その家族-の支

援が重要な課題となっているOそこで本稿では,とくに発達障害に焦点をあてながら.障害

の告知,ストレスの状況,教師による保護者支援の観点から研究動向を整理した｡そして,

学枚における保護者支援の典型的な事例をとりあげ,問題解決のための基本的な視点を提起

した｡発達障害のある子どもの保護者は,比較的早くから障害の疑いを持ちながらも,診断

を得るまでの長い期間を苦悩して過ごす場合が多く,子ども自身と子どもをとりまく環境の

側面からのス トレスにより心理的 ･身体的に支援を必要としていた｡また,教師と保護者と

の理解 (子どもの捉え方や課題意識)が異なる傾向もみられ,問題の要因,背景,経過とい

った情報を相互から共有 していく学校の仕組みづくりも重要であることを指摘 した｡
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t.はじめに

わが国の社会構造は著しく変化 し,多様化が進ん

でいる｡内閣府 (2008)によれば,2005(平成17)

年には人口動態の統計をとり始めて (1899〔明治

32〕年)以来,初めて出生数が死亡数を下回り,総

人口が減少に転じた｡少子化がもたらす人口減少社

会が到来したのである｡また,総務省 (2008)は,

2055年には65歳以上の高齢者が総人口の40%以上

を占めるという厳しい見通しを示 し,高齢化の急速

な進行が改めて明らかにされた｡さらに,少子 ･高

齢化の問題に加え,家族形態の変化が顕著となって

いる｡例えば厚生労働省 (2008)によれば,18歳

未満の児童のいる世帯が全世帯に占める割合が,

1986(昭和61)年の46.2%から2007(平成19)年の

26.0%へと著しい減少を示した｡さらに,同期間に

核家族化 (65.4%から69.2%)が進むと同時に,ひ

とり親と未婚の子のみの世帯 も4.2%から6.8%と増

加傾向にあった｡

こうした社会の急速な変容に対しては個別の対策

が必要とされるが,それらの問題は副次的に人間の

成長と発達を支える子育て支援の在り方の再構築を

迫っているO とりわけ,わが国では母親にかかる育

児負担が国際的にも大きく,大きな育児不安を訴え

るケース も少 な くない (国立女性 教 育会館 ,

2006;厚生労働省,2003)｡子育て支援の重要性が

高まっている一方で,新たな困難性が増大している

といえよう｡

なかでも,特別支援教育における保護者支援が大

きな課題となっている｡文部科学省は,｢特別支援

教育を推進するための制度の在 り方について (答

申)｣(2005年12月)において,｢障害のある児童生

徒の就学指導の過程や就学先における教育内容等に

ついて,児童生徒及び保護者に対する説明及び情報

提供を一層充実する観点にも十分留意することが必

要である｣(第 6章 2③)と記述 し,保護者との連

携の重要性を指摘 した｡さらに,2007 (平成 19)

年の学校教育法の改正に伴い,学校教育法施行令

(第18条の2)に特別支援教育に関わる就学時の保

護者に対する意見聴取が義務づけられた｡

発達障ぎ tl'に関しても,文部科学省が ｢小 ･中

学校におけるLD (学習障害),ADHD (注意欠陥/

多動性障害上 高機能自閉症の児童生徒への教育支

援体制の整備のためのガイ ドライン (試案)｣(平成

16年 1月)を公表 し,保護者への理解の推進を図
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表 1 障害が疑われた時期と診断 ･告知時期

相浦 .氏森 (2007) 自閉症 1歳～2歳 2歳 8ケ月～3歳 4ケ月

高機能自閉症 2歳 6か月 5歳10ケ月

自閉傾向 2歳 3歳

自閉的傾向のある発達遅滞 8ケ月 1歳 3ケ月

夏堀 (2001) 自閉症高機能自閉症自閉的傾向MRを伴う自閉的傾向(比較対象としてダウン症群) 23.1ケ月 L竺 竺 _

るとともに,保護者 と協力 して支援する学校体制

づ くりが求められた｡さらに,発達障害者支援法

(平成17年 4月 1日施行)が制定され,そのなかで

｢都道府県及び市町村は,発達障害児の保護者が適

切な監護をすることができるようにすること等を

通 じて発達障害者の福祉の増進に寄与するため,

児童相談所等関係機関と連携を図 りつつ,発達障

害者の家族に対 し,相談及び助言その他の支援を

適切に行うよう努めなければならない｣(第13条)

と規定されるなど,発達障害者の保護者 ･家族へ

の支援が喫緊の課題 として位置づけられている｡

しか しながら,未だ発達障害に関する社会の認知

や理解は十分ではなく,家族に対するいっそうの

支援が必要 とされていることも指摘 されている

(氏田,2006)｡本稿では,こうした発達障害のあ

る子どもをめぐる保護者支援の現状を把握 し,今

後の課題について整理したい｡

Il.告知の実際と支援

発達障害に限らず,障害のある子どもの保護者

が直面する最初の苦難が診断 ･告知であろう｡ と

くに,発達障害については,障害が疑われてから

診断 ･告知を受けるまでの時間が長いという特性

が先行研究から明らかにされている (表 1)｡この

タイムラグの要因として,発達障害は診断の指標

となる行動特徴が発達の過程のなかで徐々に明ら

かになって くるため,早期に診断が確定出来ない

とい う現状 を推察で きる｡ また,相浦 ･氏 森

(2007)の調査では,①健診で受けた指摘 ･対応に

不満を感じ受け入れられなかった,②的確な子ど

もの状態の情報がもらえなかった,③病院受診へ

の促 しなどがなかったなどの要因があげられてい

る｡

現在,早期発見のためには 1歳 6か月児健康診

査, 3歳児健康診査がスクリーニングの場 として

活用されている｡健康診査の結果次第では,身体

面に関して一般医療機関,精神面は児童相談所に

おいて精密検査が行われ,また保健師訪問または

電話相談,乳幼児相談,発達相談,就園 ･就学先

決走サポー ト,親子 ･フォロー教室といった保健

師,心理士などの専門家による継続的な支援が開

始される｡田辺 ･田村 (2006)によれば,① この

ようなスクリーニングの場が設けられるようにな

ったこと,② 自閉症の初期兆候の研究などによっ

て,子 どもの問題が早期発見されるようになって

きていること,そして③ 1歳半健診事後フォロー

としての幼児教室で子どもの様子を発達的に継続

してみるシステムが整ってきていることにより,

早期に診断され告知されるようになってきたと考

えられている｡

この健康診査を含む母子保健事業は1994(平成

6)年の母子保健法改正により,都道府県から市

町村に移管されている｡このねらいはより地域に

密着 した支援事業を提供するためであるが,その

反面,乳幼児健診を含む就学前期の発達支援 シス

テムは市町村などの事情に左右 されやす くなり,

健診後の対応や適切な支援を受けることが出来て

いない親子の存在もある｡また判別の難しいケー

スや,親の拒否などへの対応の難 しさもあ り,親

が子 どもの障害を正 しく理解する機会を逸するこ

とも問題となる｡

障害を疑 う時期から受診へ とつなぐためには,

地域 と医療機関のつなが りを強めた障害の早期発

見と早期対応が同時期に進められるような体制づ

くりの充実が大切 と考えられる｡また,子どもの

発達 ･障害に関する適切な説明の行うことの出来

る支援の方向性を明示可能な専門職の育成も重要

である｡石本 ･太井 (2008)の調査では,障害受
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容の支えとなったものとして,家族や仲間の存在が

書籍やインターネットなどからの情報や医師や看護

柿,保健師などからの助言より高く認知されていた｡

専門家や行政の窓口だけではなく,地域のなかで保

護者同士が気軽に相談やアドバイスをしあえる体制

づくりも不可欠である｡

先にも述べたが,告知は保護者が子どもの障害を

正しく理解する重要な機会である｡自閉症をはじめ

発達障害は外見からは判断しにくいこと,発達が不

均衡であることなどの特徴が養育者の障害受容を困

難にしている要因として関係していることも考えら

れている (夏堀,2001)｡浜本 (2003)は,ADHD

について,高機能自閉症やアスベルガー障害との鑑

別が難しいという問題により,診断名が暖味で,一

度診断がついても後に診断名が変わったり,診断機

関によって診断が異なるということにつながる｡そ

して,このことから医療機関-の不満 ･不信が生じ

ることもあることを指摘している｡夏堀 (2001)は,

診断が可能であってもその後の支援システムが不十

分であるために家族に診断結果を伝えにくいという

社会的な状況があることは否定できないと述べてお

り,障害のある子どもと家族が生活しやすいように,

家族内の関係の調整,家族を取り巻く周囲に対して

理解を促すといった環境の整備をサポー トする機能

が発達障害のある子どもをもつ家族にとってはきわ

めて重要だと考えられよう｡

発達障害は確定診断が困難なため,疑いから診断

までの期間が長いことが多い｡それが保護者の障害

の否定の傾向を助長している場合もあることから,

一方的な言い方ではなく気持ちに添いながら,的確

に障害の疑いの指摘を行うことが重要であり (棉

浦 ･氏森,2007),その胸の内側にある思いを傾聴

しながら,聞き取りをすることが望ましいとされる

(山下,2007)｡また,早期告知を要望する一方で,

早い時期の告知による心理的衝撃が保護者の療育へ

の意欲をそいでしまうこともある｡障害を伝えられ

ることで生じる家族の心理的な反応 ･変化に応じな

がら,障害についての説明を行っていくことが大切

である (中田 ･上林 ･藤井 ･佐藤 ･石川 ･井上,

1997)｡家族は今までの日常生活において既に相当

な不安を抱えているといえるので,専門家がたとえ

否定するつもりの無い単純なアドバイスさえも,自

分を批判されているように受け取ってしまうという

可能性がある｡湯浅 (2002)が指摘するように,専

門家は具体的なアドバイスを告げる際に,まずは今

までの家族のおかれていた不安定な精神状態を察

し,それに対する理解を示すこと,今までの保護者

の対象児への接し方を十分認め,その上で日常生活
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に無理のないアドバイスをするなどの配慮が必要だ

と考えられよう｡

日.発達障害のある子どもの親のス トレスの実態と

支援

1)発達障害のある子どもの親のストレス

子育てにおけるス トレスは,すべての親に共通し

てみられる傾向があり (庄司,2007),そのなかで

も障害のある子どもの母親は,障害のない子どもの

母親よりも心理的,身体的にも負担が大きい (田中,

1996)｡また,発達障害のある子どもの親の子育て

によるス トレスについても,定型発達の子どもの親

に比べて高いことが指摘されてきた (稲浪 ･小椋 ･

Rodgers･西,1994;中田,2007)｡発達障害のあ

る子どもの親を支援するうえで,親のストレスとは

いかなるものかをふまえて支援していくことが求め

られよう｡

親が抱えるストレスは,障害種によっても差異が

みられる｡稲浪ら (1994)によれば,自閉症,肢体

不自由,知的障害の3群の子どもの親のストレスに

ついて検討し,自閉症のある子どもの親が他の2群

の親に比べて家族-の負担と子どもの知的能力の制

限に関して高いストレス値を示した｡とくに,自閉

症のある子どもをもつ親のストレスが,肢体不自由

や知的障害の子どもをもつ母親のストレスに比べて

高いことが明らかにされている｡

ところで,どのような要因が発達障害のある親の

ストレスとなっているのだろうか｡ストレスになり

うるものとしては,大きく2つの側面からあげるこ

とができる｡一つに,発達障害のある子ども自身に

関わる側面がある｡庄司 (2007)は,育児支援教室

に参加している育児支援グループの母親と一般の育

児グループに参加している母親に対して質問紙調査

を実施した｡その結果,育児支援グループの母親と

一般グループの母親との間には,育児ス トレスに有

意差があり,育児支援グループの母親のほうが,千

どもの発達についての心配が大きいことが示され

た｡また,俸 (2007)は,自閉症者の親15名に対

するライフス トーリーの聞き取り調査から,子育て

における課題として,どのように子どもに関わった

らよいのかという戸惑い,就学問題,就労問題,辛

業後の地域における日常生活,余暇活動,さらに親

亡き後の生活などをあげていた｡

次に,発達障害のある子どもをとりまく周囲につ

いての側面がある｡小谷 (2007)は,発達障害のあ

る児童の家族のニーズを明らかにするための質問紙

調査から,子育て上の悩みとして,父親の無理解,

きょうだい関係など家族に関することをあげてい
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る｡さらには相談すべき専門機関での待機が長く機

能不全に陥っていることを指摘 した｡また,朝倉

(2008)は,自閉症 (傾向),軽度の知的障害のある

子どもの母親が直面する困難は何かについて,親の

会に所属する6名にインタビューを実施し,特徴的

な事柄が多く語られていた5名を分析 した｡その結

果,本人や母親も障害について正確な理解が困難で

あることが明らかになった｡その要因としては,医

師や心理職などの専門職においても診断が困雄であ

ることであると同時に,①軽度ゆえに障害が表面化

しづらい,②自閉症という障害特性が周囲から理解

されにくい,③母親はわが子の障害について周囲に

対して理解や支援を求めることに消極的であったな

ど,障害について知らされるという機会が提供され

ていない,④子どもの障害を理解すること,周囲に

理解されることの困難さ,が大きな特徴であったと

報告している｡発達障害のある子どもの親は,子ど

もをとりまく周囲においても様々な困難に直面して

いるといえる｡

このような状況において,発達障害のある子ども

の家族は,積極的に子どもの障害を認めることも少

なくない｡それは,世間一般の ｢障害｣のイメージ

からかけ離れているためのわかりにくさから,保護

者がすすんで子どもの障害を認め,それを世間に開

示 しなければならないことも多いからと考えられ

る｡そして子どもたちが起こす行動の問題の原因が

障害にあることを,世間に理解してもらうためでも

あろう｡しかし障害がわかりにくいため,保護者が

やっとの思いで開示した結果が,むしろ逆効果とな

ることもある｡例えば ｢うちの子どもには発達の障

害があるので｣と保護者が子どもの障害を説明して

ち,しつけをしなかったことや,消極的な子どもに

育てたのを障害のせいにして,言い訳をしていると

受け止められ,保護者の苦しい心情は理解されず,

むしろさらなる批判の種となることも多いと指摘さ

れている (中田,2009),,

2)ス トレスを高める要因

坂口 ･別府 (2007)は,就学前の知的障害児通園

施設の在籍児童の230名の母親を,自閉症のある子

どもをもつ母親 (自閉群)115名とそれ以外の母親

(非 自閉群)115名に分けて質問紙調査を実施 し,

ストレッサ一について検討した｡その結果,自閉群

のス トレッサ一には ｢問題行動｣｢サポー ト不足｣

｢愛着困難｣｢否定的感情｣という4つの因子が兄い

だされた｡そして,｢問題行動｣｢愛着困難｣につい

ては,非自閉群に比べて有意に高いことが示され

た｡

また,真野 ･宇野 (2007a)は,ADIIDのある子

どもの母親36名と障害のない子どもの母親36名を

対象に心理的プロセスについて検討した｡その結果,

ADHD群の万が,障害のない群と比較して,育児ス

トレスが有意に高く,否定的な養育態度 (不満,非

難,厳格,干渉,矛盾,不一致)をとる傾向が有意

に多くみられたOそして,ADHD群では,ADHDの

特徴的な行動 (親を喜ばせる反応が少ない,不注意

多動)が母親の子どもに対する愛着を減少させ,さ

らに厳格で非難的な養育態度と結びついていること

が示唆された｡これは,自閉症と同様にADHDの

特徴的な行動が,ス トレスを高める要因となること

を示している｡そして伊藤 ･川崎 ･土田 ･高原 ･吉

玉 (2000)は,LDおよびその周辺にある子どもの

母親における育児不安とその影響要因を検討した結

果,母親の育児不安は,母親からみた夫の育児責任,

育児参加,母親の趣味に費やす時間,育児相談相手

人数と有意な関連がみられた｡

これらのことから,自閉症のある子どもの問題行

動,愛着困難,ADHDの特徴的な行動,母親からみ

た夫の育児責任や育児参加,母親の趣味に費やす時

間,育児相談相手人数などが母親のス トレスを高め

る要因となりうることがわかる｡つまり,これらの

要因について解決できるような支援を提倶すること

が,発達障害のある子どもの親のストレスを軽減す

るために効果的であるといえる｡

Ⅳ.教師による保護者支援

1)保護者と教師の視点の相違

学齢期における教師からの発達障害がある子ども

の保護者への支援は,保護者支援のなかの重要な要

素である｡しかし保護者と教師の視点に相違があれ

ば,それは支援において大きな障害となることも予

想できる｡

実際,最近両者の課題意識の相違が広がってきて

いることを示す研究がある｡馬場 ･田中 ･船橋 ･冨

田 ･藤尾 (2007)は,発達障害のある子どもの保護

者と担任の課題意識の相違を分析した｡相談内容は

2004年度から2007年度までの間に,幼児から中学

生のうち,LD,ADHD,高機能自閉症等のある子

どもおよびその疑いのある子どもの保護者と担任か

ら得られたものである｡その結果,年度が進むにつ

れ保護者と担任の課題意識の相違が大きくなってい

ることがうかがわれた｡また,木村 ･芳川 (2006)

は,ADHDのある子どもの小学校通常学級担任17

名,およびADHDのある子どもの保護者15名に対

して面接を実施した｡そして,学級担任が保護者に

比べて不注意型のADHDの困難を見過ごしやすい

ことを報告した｡特別支援教育についての認知が-
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般的に広まり,保護者,教師ともに子どもの状態を

捉える視点が増えてきたことは,子どもを理解して

いくうえでは望ましいことであるが,一方で両者の

意見の一致を困難にしている可能性もある｡

そもそも教師と保護者とは教育を擢供する側と,

それを受ける側というように立場が違うため,特別

支援教育の領域に限らず考え方に差があることは想

定できる｡船井 (2007)は,小学枚における保護者

と教師の学校の評価に対する意識のズレを検討する

ために,保護者205名,教師23名に対して共通の学

校評価を実施した｡その結果,学習環境 ･学力形成,

学校教育環境調整,人間関係形成のいずれの側面に

おいても,保護者の方が有意に厳しく評価 している

ことが明らかになったoいわゆる ｢モンスターペア

レント｣の問題を挙げるまでもなく,大抵保護者の

方がよりシビアに学校に対して評価しているのであ

ろう｡

教師側から見ても,保護者との距離はそれほど近

くないようである｡栗原 ･長谷川 ･薮岸 ･植谷

(2004)は,軽度の発達障害が疑われる子どもに対

する集団の中での指導について,幼稚園,小学校,

中学校の教師114名に質問紙調査を行った｡その結

莱.軽度の発達障害があると思われる子どもにかか

わっている教師は困難を感じる点として,｢子ども

の特性に応じた指導方法について｣,｢学級の他の子

どもへの対応｣に続いて,｢保護者との関係づくり｣

を挙げている｡具体的には保護者の子どもへの対応

に関する指導や,周囲の子ども-の理解に対する保

護者の協力であった｡また,藤井 (2005)の小学校

教師の怒りの水準と怒り対処行動との関係について

の研究では,教師の怒りの構造には ｢児童の言動｣

因子や ｢多忙な仕事｣因子に加えて ｢同僚や保護者

の言動｣因子が含まれており,さらに怒り水準が高

くなればなるほど,教師は保護者や児童に対して脱

んだり怒鳴ったりするなどの攻撃行動を取る傾向が

強まることが報告されている｡

2)教師の役割

教師は,以上のような保護者との間の子どもの捉

え方や課題意識の差異に注意しながら,保護者と向

き合っていかなくてはならない｡そして,子どもや

保護者の支援者としての役割を果たしていかなくて

はならない｡家族 ･保護者支援という視点からする

と,教師にできることは限られてくるが,子どもと

直接関わる存在としてのメリットはある｡展野 ･宇

野 (2007b)によると,ADHDのある子どもの母親

は障害のない子どもの母親とは違い,子どもが期待

通 りにいかないことや,子どもに問題を感じること

などの子どもの特徴に関わるス トレスが直接的に抑
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うつに関連しているという｡この相違の要因は明ら

かにはなっていないが,子どもの状態を良くしてい

くこと,もしくは保護者が子どもの状態を良いと捉

えることができるようにすることが,そのまま保護

者への支援となる場合もある｡

例えば,子どもの状態や環境を良くしていこうと

口先だけでなく行動として示している教師は,保護

者にとって援助的であると捉えられるようである｡

上村 ･右隅 (2000)は,学習面で問題のあるLDお

よびその周辺の児童の母親への支援において,教師

がどのようなサポー トをするのか,またそれらにつ

いて母親はどのように捉えているのかを質問紙形式

で調査した｡まず予備調査で,教師が行うサポート

として,児童に対するマイナス評価や学習について

のア ドバイス ･情報で構成された指導的サポー ト,

必要なプリントを作成したり個別の指導時間を設け

たりする等の労働的,時間的支援である道具的サポ

ート,母親-の関心,傾聴,支持で構成された情緒

的サポー トという3つのサポー トが抽出されたOそ

して本調査では,道具的サポート,情緒的サポート,

指導的サポー トの順で保護者がより援助的であると

捉え,教師と一緒に取 り組んでいこうと思うサポー

トであることが明らかになった｡ちなみに指導的サ

ポー トに関しては平均評価得点が低 く,必ずしも援

助的と評価されていないことが示唆され,予備調査

において教師が指導的サポートを最も行いやすいこ

とが分かっている｡道具的サポー トの重要性につい

ては,通常学級で学ぶ発達障害のある子どもを支援

する取 り組みとして担任 ･保護者が連携する相互コ

ンサルテーションを試みた研究 (竹内,2008)にお

いても報告されている｡竹内 (2008)はさらに相互

コンサルテーションの継続に重要なこととして,支

援者が対象児のニーズに気づくこと,支援チームと

それを支持する校内体制があること,対象児の課題

への共通理解ができていることを挙げている｡

共通理解が教師と保護者の連携の上で重安である

ことは当然のことであるが,実際には容易にできる

ことではないし,また取り立ててできることでもな

い｡上村 ･石隈 (2007)は,保護者面談において教

師が保護者との連携を構築するプロセスやその特徴

を明らかにするために,小学校教員25名,養護学

校教員1名にロールプレイを実施してもらい,その

時の発話を分析した｡分析の結果,面談の特徴とし

て問題や目標設定が唆味になるということが分かっ

た｡しかし,これは教師と保護者が直面した雑多な

現象の中から,解決すべき課題をお互いに理解 し,

設定していくために重要な過程であるという｡言い

換えれば,面談のはじめに問題や目標を明確に設定
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しない方が,教師と保護者が互いの考えを柔軟に理

解し合えるということであろう｡木村 ･芳川 (2006)

は,学級担任と保護者との間で情報伝達がうまくい

っていない場合ほど,学級担任は子どもの問題場面

についてそこに至った状況や要因,背景,プロセス

については触れず,問題の事実のみを伝えていたこ

とを報告している｡保護者の意見を取り入れる余地

を会話の中に残しつつ,自らの考えを変容していこ

うとする教師の姿勢こそが,保護者と連携し,関係

を築いていく上で重要だろう｡

V.学校における実践的課題

これらの動向を踏まえ,実際に学校で生じている

具体的な課題を取り上げ,その解決のための視点を

提案しておきたい｡とくに,学校と保護者の連携に

関わる問題を中心に以下に整理する｡

1)ケース会に消極的な保護者

保護者を交えたケース会が必要と言われるもの

の,保護者が消極的な場合がある｡まずは,このよ

うな状況を生み出すケースごとの原因を考慮する必

要がある｡つまり,｢なぜ消極的なのか ?｣を考慮

する必要がある｡それを理解することで対応策も若

干変わってくると思われるが,共通して考えられる

原因としては,保護者がケース会議に対する｢不安｣

を持っている場合が多い｡見通し (ケース会議とは

誰と何をする場であるのか)がもてないことで,そ

れが増幅することが考えられる (学校による .｢つる

しあげ｣と捉えられる場合もある)｡対策としては,

主に(丑事前に十分な情報 (ケース会ではどのような

人が参加し,どのようなことを相談するのか 〔目的〕

を明確に伝える必要がある)を提供する,そのうえ

で②ケース会までの時間的な猶予 (保護者自身が考

えを整理する時間)を設定する,さらに,③ケース

会に参加することによるメリットを明確に伝える

(とくに保護者が障害を受け入れることができてい

ない場合,子どもの行動や学習に対する ｢批判｣を

浴びることばかりを連想Lやすいため,ケース会が

威圧的にとられることがある)と思われる｡そのた

め,ケース会が保護者にとって有益な取 り組みであ

ることを十分に伝える必要がある｡すなわち,自分

の子どもが議題になる不安を受け止め,消極的とな

る原因を検討し,十分な情報を提供する必要がある

のではないだろうか｡

2)ケース会に消極的な学校組織

逆に,保護者がケース会に乗り気であっても,学

校側の意識が未成熟で保護者を省いて話を進めたが

るケースがある｡最近,保護者もかなりの専門的知

識を有しており,現実的には相当の学校がこのよう

な経験をしてきたであろう｡ここでは,当然のこと

ではあるが,｢共通理解｣が重要になると考えられ

よう｡これが困難になったとき,保護者側から聞か

れることが ｢教師の無理解 ･無関心｣,教師側から

は ｢親の高望み ･理不尽な要求｣である｡第一に,

相手に共感的に歩み寄ろうとする姿勢,謙虚に保護

者の話に耳を傾ける姿勢が必要であると考えられ

るO そのような意味で,(丑学校の現状を素直に保護

者に伝え,保護者から学び,共に考えていく姿勢で

小規模な会議から発展させていくことも必要ではな

いだろうか (できること,できないことをしっかり

伝え話し合う)｡その場しのぎの返答で後で信頼を

失うよりも,現状を誠実に伝えることも場合によっ

て必要になる｡②その際,管理職の役割は非常に大

きく,管理職に対する十分な情報を提供していく必

要もある｡全国の幼稚園 ･学校で校内委員会の設置

が進んでおり,組織が整いつつある｡それを実質化

していく過程で特に校長がリーダーシップを発揮し

て保護者の理解の推進を協力して図ることが重要と

なろう｡場合によっては,特別支援学校のセンター

機能を活用し,ケース会の進め方やアドバイスの仕

方を学ぶことも必要である0

3)子どもの特別なニーズを理解しようとしない保

護者

発達面で心配だと思っても保護者に理解してもら

えないことが多い,あるいはどのように話をすると

スムーズかという声が多く聞かれる｡｢障害を認め

てもらわないと,対応ができない｣として,保護者

の現状認識の難しさを,事態が進展しないことの理

由としがちである｡しかし突然,障害の話を切り出

したら,混乱することの方が多い｡保護者が障害を

認めることは簡単なことではないことは容易に推測

できる｡従来,障害に関する知識もなく,関心もな

い場合,理解をすることが非常に難しいことに憤重

な配慮をすべきである｡保護者は長い時間をかけな

がら,行きつ戻りつしながら障害に向かい合ってい

くことになる｡長期的に対応する視点をもちながら,

子どもの良い面を強調しつつ,気になることを付け

加えていくことが有効ではないだろうか｡

4)学校と保護者との思いの相違

まずは保護者の思いをしっかりと捉えることが不

可欠であろう｡そのうえで,学校としての目標,目

的との整合性を図る (学校の活動が何のため 〔子ど

ものどこを伸ばそうとしているのか〕になされてい

るのか伝える)｡保護者が学校に対して過剰な期待

を持っている場合もある (期待が大きかった分だけ

不満も大きくなる)｡それだけに,保護者の思いを

しっかりと捉えた上で,学校としての方針を明確に
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伝えていく努力が求められよう｡あくまでも,学校

は子どもの味方であることを伝え,保護者の思いや

子どもの発達をささえていくサポーターであること

を理解してもらう必要があるO コーディネー ト能力

の高い教員による橋渡しや管理職の直接的な支援も

考えていくべきであり,｢対応｣より ｢対話｣が必

要な場合があろう｡

5)支援に対する保護者の不了解

巡回相談などの行政的なサポート事業を活用する

にも,保護者の了解が得られないケースも珍しくは

ない｡原則として保護者に理解を求めていくことが

最も理想的ではあるが,家庭環境が複雑である場合

も多く,困難な要素は多い｡考えられることは,秦

族のなかでも子どもに対する関心 (心配)のある人

に対するアプローチが必要ではないだろうか (場合

によっては,両親ではなく祖父母であったりもす

る)｡無関心型や虐待型など家庭の様子にも配慮し

なければならないOジェノグラム (genogram ;家系

図)やエコマップ (ec0-map;生態地図)を活用し

て家族関係や支援機関の状況を正確に把捉し,状況

に応じた支援を構想 (小さな支援の積み重ねから総

合的な支援に発展できることもある)していくこと

が肝要であろう｡

Vl.おわりに

以上,家族支援に関わる研究の動向をふまえて,

実践的な視点から保護者支援の視点を簡潔に整理し

てきた｡ただし,保護者支援は個々の事例に応じて

対応は柔軟に実施されるべきであり,画一的な答え

はないといえよう｡ただし,保護者支援の ｢専門性｣

の基盤は,保護者の思いを受け止め,真撃に向かい

合うことであるのかもしれない｡例えば,大沼

(2005)は,保護者との関係の原則を整理している｡

その要点を集約して以下に示す｡

立場の尊重 :保護者はその子について,我々よりも

幅広く,深く知り尽くしている｡それを認めて (保

護者の立場を尊重)支援を一緒に考えていく｡

姿勢 :もしも自分がその子の親であったら,どのよ

うに考え,行動するだろうかを考慮し,相手を思い

やる姿勢が重要である｡子どもを比べる姿勢はさけ

るべきで,相手に対する気遣い ･心遣いを忘れな

い｡

り:積極的に話しかける保護者ばかりでない｡基本

的なコミュニケーション (挨拶,保護者の関心のあ

りそうなこと)から始めていくことも大切である｡

17-

④保護者の声を最後まで聞く-保護者の主体性の

尊重と保障 :保護者の苦悩は,並大抵のことでない

場合が多く,誰にも言いたくないことはある｡一方

で,誰でも自分のことを分かって欲しいという気持

ちがある｡極端には,全て認めてくれるような人が

いればと誰もが願っているのかもしれない｡障害の

ある子どもの母親は,子どもに申し訳ないと自分を

貴め,家族や親戚からも責められ,子どもとともに

死のうと考える人も少なくない｡その想いを少しで

も知って欲しいと考えることは自然なことである｡

そこで,とことん保護者の声に耳を傾ける｡保護者

の声を聞いてうなず く (まずは受け止める)｡徹底

して話を聞くことが,保護者の重荷を軽減し,信頼

関係の基礎となる｡

⑤保護者を絶対に非難しない一保護者同士の連携

の促進 :教師として,本人のいないところで褒めて

あげる｡批判をするより長所を探し出し褒めた方が

人間関係はうまくいく｡それによって,保護者同士

の連携 ･協力体制も強化される｡子どもに仲良しに

なれというまえに,教師や保護者同士が ｢仲良く｣
ならなければならない｡

⑥子どもの変容を示す-実践的事実の創造 :子ど

もが変容した (成長 ･発達)という事実にふれるこ

とによって保護者が変わる｡そして,保護者の信頼

を得ることになる｡相乗的に子どもがさらに成長し

ていく｡

これらに加えて,やりとりにおける言葉のかけ方

も信頼関係を作る上での重要な要素になる｡保護者

の性格や状況 も勘案 しなが ら,｢他の子 と比べ

て-･｣,｢気にしすぎですよ｣｢しばらく様子をみま

しょう｣(保護者にとっては大きな問題)など,汰

めつけた言い方,子どものせいにする言い方,計画

性なく放置するような言い方は避け,同じ意味でも

プラスの表現を使うことが不可欠ではないだろう

かO子どもを支えるパートナーとしての信頼関係に

基づいた保護者支援の進展が望まれる｡

注 1)本稿において使用する ｢発達障害｣は,発達

障害者支援法の定義 (第2条第1項 ｢自閉症,ア

スベルガー症候群その他の広汎性発達障害,学習

障害,注意欠陥多動性障害その他これに類する脳

機能の障害であってその症状が通常低年齢におい

て発現するもの｣)に基づく行政政策上の範囲を

指すこととする｡
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【付記】

本稿は,大学院演習講義における研究発表をもと

に構成された｡分担はⅡを大谷,Ⅲを林,Ⅳを来兄

が担当し,吉利が Ⅰ,V,Ⅵおよび全体のとりまと

めを行った｡




